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   宮代町手数料条例 新旧対照表 

（下線部分が改正部分） 

改   正   案 現       行 

（手数料の種類及び金額） （手数料の種類及び金額） 

第２条 町長は、次の各号に掲げる事務につ

き、当該各号に掲げる手数料を徴収する。 

第２条 町長は、次の各号に掲げる事務につ

き、当該各号に掲げる手数料を徴収する。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７）戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 

 １件につき ４００円 

 

（８）除籍電子証明書提供用識別符号の発行 

 １件につき ７００円 

 

（９）～（５４） （略） （７）～（５２） （略） 

第６条 町長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、手数料を免除することができる。 

第６条 町長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、手数料を免除することができる。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４）身体障害者補助犬法（平成１４年法律第

４９号）第２条第１項に規定する身体障害

者補助犬を使用する者から当該補助犬に

係る第２条第２２号から第２５号までに

規定する申請があったとき。 

（４）身体障害者補助犬法（平成１４年法律第

４９号）第２条第１項に規定する身体障害

者補助犬を使用する者から当該補助犬に

係る第２条第２０号から第２３号までに

規定する申請があったとき。 

（５）及び（６） （略） （５）及び（６） （略） 

２ （略） ２ （略） 

別表第１（第２条第４３号関係） 別表第１（第２条第４１号関係） 

 （略）  （略） 

別表第２（第２条第４４号関係） 別表第２（第２条第４２号関係） 

 （略）  （略） 

別表第３（第２条第４５号ア関係） 別表第３（第２条第４３号ア関係） 

 （略）  （略） 

別表第４（第２条第４５号イ関係） 別表第４（第２条第４３号イ関係） 

 （略）  （略） 

別表第５（第２条第４５号ウ関係） 

 開発行為許可申請書に対する審査 

 （第２条第４５号ア及びイ以外の開発行為） 

 （略） 

別表第５（第２条第４３号ウ関係） 

 開発行為許可申請書に対する審査 

 （第２条第４３号ア及びイ以外の開発行為） 

 （略） 

別表第６（第２条第４６号関係） 

 開発行為許可申請に対する審査 

別表第６（第２条第４４号関係） 

 開発行為許可申請に対する審査 

 審査の対象 手数料の金額 

（1件につき） 

１ （略） 開発区域の面積（イ

に規定する変更を

伴う場合にあつて

は変更前の開発面

積、開発区域の縮小

を伴う場合にあっ

ては縮小後の開発

区域の面積）に応じ

（略） 

 審査の対象 手数料の金額 

（1件につき） 

１ （略） 開発区域の面積（イ

に規定する変更を

伴う場合にあつて

は変更前の開発面

積、開発区域の縮小

を伴う場合にあっ

ては縮小後の開発

区域の面積）に応じ

（略） 
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改   正   案 現       行 

 

第２条第４５号に

定める手数料の金

額の１０分の１を

乗じて得た金額 

２ （略） 新たに編入される

開発区域の面積に

応じ第２条第４５

号に定める手数料

の金額 

 

３ （略） （略）  
 

第２条第４３号に

定める手数料の金

額の１０分の１を

乗じて得た金額 

２ （略） 新たに編入される

開発区域の面積に

応じ第２条第４３

号に定める手数料

の金額 

 

３ （略） （略）  

別表第７（第２条第４７号関係） 別表第７（第２条第４５号関係） 

 （略）  （略） 

別表第８（第２条第４８号関係） 別表第８（第２条第４６号関係） 

 （略）  （略） 

別表第９（第２条第５３号関係） 別表第９（第２条第５１号関係） 

 （略）  （略） 

 

 


